
平成２０年度事業計画 

Ⅰ 社会福祉・地域福祉をめぐる動向と社協活動の基本方向 

 

少子高齢化が進行するなか、家族形態の変化や家族機能の低下が著しく、特
に家族関係を背景にした子どもが親を、親が子どもの命を奪うという事件が繰
り返されている。｢格差社会｣と言われている現代社会のいびつな関係性や地域
社会の希薄化の影響が顕著に表れている。 

 

下京区社会福祉協議会は、本年度法人化取得後１５年目を迎えるが、社会福
祉協議会を取り巻く財政状況は、公費補助金の削減や共同募金配分金の減少な
ど大変厳しく、現行財源のなかで収支均衡を図るための具体的方策が求められ
ており、『区・学区社協ＫＡＩZＥＮプラン２００８』を着実に遂行していくこ
とが不可欠である。 

 

また、平成１２年の社会福祉法の改正により、社会福祉協議会は｢地域福祉を
推進する中核団体｣であることが法的にも示されている。｢措置｣から｢契約｣への
制度改革や施策の見直しなどにより、各方面からの社協に対する期待が高まっ
ており、地域福祉権利擁護事業（日常生活支援事業）を柱とした地域ぐるみの
支援システムの構築が求められている。 

 

さらに、学区社会福祉協議会等の活動を充実するため、①地域における『災
害時要配慮者支援』事業の推進、②障害者地域学習会の推進、③認知症サポー
ター養成の推進、④地域支援事業・介護予防一般高齢者施策｢健康すこやか学級
事業｣などに関する普及・啓発・社会参加事業について、小地域を対象にした展
開が求められている。 

 

このように地域福祉の推進を担う社会福祉協議会として、暮らしや福祉をめ
ぐる問題が生じていることを認識し、社協の組織特性である学区・区・市社協
の三層のネットワークを活かしつつ、当事者組織をはじめ関係機関や行政との
連携をより蜜にし、｢誰もが安心して暮らし続けられる福祉のまちづくり｣を進
めるため、地域福祉の推進と社協の発展強化を図っていく。 

 

 

 



 

 

Ⅱ 法人重点課題 
 

◆重点課題項目 
１．法人運営の整備 
２．下京区地域福祉活動発展計画の策定・進行管理 
３．地域に密着した学区社会福祉協議会活動の推進 
４．地域福祉権利擁護事業を柱とした福祉総合相談事業の推進 
５．ボランティア活動・当事者支援活動の推進 
６．社協の特性を活かした在宅福祉サービスの推進 

１．法人運営の整備 

①  新たな活動団体の参画促進に務め組織の充実・強化を図ります。 

 

②  独自財源の柱である賛助会費収入の増強と共同募金運動との一層の連
携による財政基盤の強化を図ります。 

 

③  情報公開・開示、第三者評価、個人情報保護、苦情解決といった新た
な社会基準や法令遵守にもとづく事業・組織・財政に関わる運営ルール
の整備を一層推進します。 

 

④  区社協の透明性を高め、区民や会員団体、関係団体からより一層の信
頼を得られる組織としての発展を図ります。 

 

 

２．下京区地域福祉活動発展計画の策定 
 
① 第２期｢下京区地域福祉活動発展計画｣の策定し、再整理を行います。              
  

 
３．地域に密着した学区社会福祉協議会活動の推進 
 

① 地域における介護予防システムの構築を図っていくために、それぞれの
学区の状況に応じた条件整備や活動強化のための支援をおこない、学区社
協の介護予防活動の推進を図ります。 

 

 



②  さらに、①地域における『災害時要配慮者支援事業』や②障害者地域
学習会、③認知症サーポーター養成など、小地域（元学区）単位に普及・
啓発・社会参加事業を推進します。 

 

③  また、役員・実務担当者等を対象とした研修会や情報交換会等を通じ
て活動の活性化を図ります。 

４．地域福祉権利擁護事業を柱とした福祉総合相談事業の推進 

 

①  ｢地域福祉権利擁護事業｣（日常生活支援事業）を柱とした福祉総合相
談事業を通じて京都市社協・行政・関係機関・学区社協との連携をより一
層強化していきます。 

 

② さらに、生活保護の適正化が国において議論されている中、｢生活福祉
資金貸付事業｣については、府・市社協及び関係行政機関との連携をより
一層強化していきます。 

 

③ また、区民の身近な窓口として生活を包括的にとらえた対応をしていく
ため、職員の専門性を高めることは不可欠であり、実施・相談体制の充実
に務めます。 

 

５．ボランティア活動・当事者支援活動の推進 
  

① ボランティアグループ・ＮＰＯなどを含む多様な活動団体との連携・協
力を進めることが不可欠です。それぞれの活動実態とニーズ把握に努め、
育成・支援のあり方の具体策の検討を図るとともに活動団体との協働関係
をより強化していきます。 

 

②  また、ボランティアグループをはじめ多様な活動団体同士の情報交換
会を通じ、ボランティア活動ネットワークづくりを進めるため、ボラン
ティア団体連絡会（仮称）を設置します。 

 

６．社協の特性を活かした在宅福祉サービスの推進 
  

 ① 区社協の独自事業として展開してきた｢入浴サービス事業｣、｢福祉理
容サービス事業｣それぞれの活動実態と区民ニーズの把握に努め、今後
の事業のあり方について検討をおこないます。 



 

Ⅲ 事業概要 
 

１． 法人運営の整備 
  

（１）諸会議・専門委員会の開催・運営 

① 正副会長会議の開催 

② 理事会・評議員会の開催 

③ 監事会の開催 

④ 学区社会福祉協議会会長会議の開催 

⑤ 部会・委員会の開催 

⑥ 下京区地域福祉活動発展計画推進委員会 
⑦ 下京こころのふれあい交流サロン｢ふぅ｣実行委員会    

 

（２）財政基盤の充実強化 

① 共同募金運動の推進支援 

② 賛助会員増強活動の推進 

③ 下京地域福祉基金の増強 

 

（３）会務の運営 

① 下京区地域福祉活動発展計画の進行管理 

② 情報公開・開示、第三者評価、個人情報保護、苦情解決の推進 

 

２． 下京区地域福祉活動発展計画の策定 
 
（１）下京区地域福祉活動発展計画推進委員会の開催 
 
（２）｢学区社協事業検討委員会｣｢区社協財政検討委員会｣の開催 
 
 
３． 地域に密着した学区社会福祉協議会活動の推進 
 
 （１）学区社会福祉協議会会長会議の開催          （再掲） 

 

 （２）学区社協研修事業の企画・実施 

・ 地域における災害時要配慮者支援推進事業 

・ 地域における福祉教育・ボランティア学習推進事業 

・ 障害者地域学習会 

・ 認知症サポーター養成講座 



 

・ 小学校との地域交流事業 

・ 住民懇談会 

  

 （３）学区社協の介護予防活動の推進 

・ ｢健康すこやか学級｣ 

・ ｢地域福祉あんしんネットワーク事業｣ 
 

 （４）学区社協総合推進活動の支援 

 事業名 

健康すこやか学級事業 

配食サービス事業（ふれあい訪問） 

 

必須事業 

寝具クリーニング事業 

昼食会事業 

三世代交流事業 

 

選択事業 

 広報紙発行事業 

                

 （５）学区社会福祉活動への助成 

・ 基本助成金（賛助会費額の５０％）の交付        
・ 学区社協総合推進事業助成の交付            

 

４． 在宅福祉サービスの実施 
 （１）入浴サービス事業の実施 

 （２）福祉理容サービス事業の実施 

 （３）寝具クリーニングサービスの実施            （再掲） 

 （４）ふれあい配食サービスの実施              （再掲） 

 （５）健康すこやか学級事業の実施              （再掲） 

 （６）京都市配食サービス事業との連携 

 （７）その他、当事者及び当事者組織への支援 

 

５． ボランティアセンター事業の推進 
（１）ボランティアセンターの運営 

・ ボランティア講座の充実・実施 

・ ボランティア情報紙「スポンジ」の発行 

・ ボランティア活動に関する相談・受給調整 



 

・ ボランティアグループへの事業助成          【新規】 

・ ボランティア団体連絡会の設置            【新規】 

・ ボランティア保険助成（１００円補助）        【新規】 

・ 福祉救援ボランティア活動の推進＜下京区防災訓練への参画＞ 

・ ボランティアグループ｢タンポポ｣の事務局運営 

・ ボランティア活動にかかる機材の整備・貸し出し 

・ ボランティア保険の受付・普及 

 

 （２）福祉教育の推進 

・ 地域における福祉教育・ボランティア学習推進事業の実施（再掲） 

 

 （３）京都市下京区災害ボランティアセンターの運営      【新規】 

・ 災害時のボランティア活動の推進 

・ 市・区災害ボランティアセンター関係機関職員合同研修会の開催 

・ 福祉救援ボランティア活動の推進＜下京区防災訓練への参画＞ 

・ 地域における災害時支援推進事業の実施        （再掲） 

 

６． 要援護当事者への支援及び組織化の推進 
 
（１）下京区・介護者の会｢ハーティ｣の事務局運営 

 （２）子育て支援活動（サロン活動・サークル活動）の支援 

 （３）地域福祉権利擁護事業の実施・普及・啓発         

（４）｢地域福祉あんしんネットワーク事業｣の実施       （再掲） 

（５）常勤的生活支援員雇用モデル事業の実施         【新規】 

 

７． 福祉総合相談事業の推進 
 

 （１）総合福祉相談 

 （２）地域福祉権利擁護相談 

 （３）ボランティア相談 

 （４）生活福祉資金貸付相談 

 （５）苦情相談 

 

 

 

 



 

８． 区域レベルの福祉関係団体・施設等とのネットワークづくり 
  

（１）下京区地域福祉推進委員会との協働 

 （２）下京区高齢者保健医療福祉関係機関会議への参画 

 （３）下京子育て支援ネットワーク交流会への参画 

 （４）下京こころのふれあい推進委員会への参画 
 
９． 下京民生児童委員会との連携 
 

 
10． 下京区共同募金会との連携 
 

11． 福祉情報・啓発活動の推進 

 （１）区社協・ボランティアセンター関連 

・ 広報紙｢区社協だより｣の発行 

・ ボランティア情報紙｢スポンジ｣の発行          （再掲） 

・ ホームページ｢下京の福祉｣の充実 

・ 下京区社会福祉大会の開催 

 

 （２）その他福祉啓発活動の実施 
 

・ 敬老の日｢早朝ウォーキング大会｣事業の実施（共催） 

・ 下京区共同募金会｢街頭啓発｣事業の協力 

・ 下京区ふれ愛ひろばへの参画 

 


